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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録材を収容する記録材収納容器と、
　前記記録材収納容器から記録材を補充して、並列する複数の記録素子から前記記録材を
記録媒体に付与する記録手段を用いるとともに、
　前記記録手段により記録が行われる前記記録媒体を表裏面から保持して前記記録媒体を
搬送する搬送ローラ対を、前記記録手段の搬送方向上流側と下流側に有する記録装置にお
いて、
　前記記録手段は、前記複数の記録素子が配列された、前記記録媒体に対向する記録領域
平面を有し、前記下流側の搬送ローラ対が占有する搬送ローラ領域の少なくとも一部と、
前記記録材収納容器が位置する記録材領域の少なくとも一部とが、前記記録領域平面を延
長した平面上に配置されていることを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記搬送ローラ領域の少なくとも一部は、前記記録領域平面および前記記録材領域の少
なくとも一部に挟まれた状態で、前記記録領域平面を延長した平面上に位置することを特
徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記記録材領域は、使用時の姿勢において、前記記録手段より重力方向の上側に位置す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の記録装置。
【請求項４】
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　前記記録材は液体であり、前記記録材収納容器内部には前記液体がそのまま貯留される
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の記録装置。
【請求項５】
　前記記録装置の使用時の姿勢において、前記記録手段は、前記記録媒体に対し、水平方
向に移動される過程で記録を行う手段を有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれ
かに記載の記録装置。
【請求項６】
　前記記録材は液体状のインクであり、前記記録素子は、インクを吐出するための吐出口
と、該吐出口からインクを吐出させるために利用されるエネルギを発生する素子とを有す
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の記録装置。
【請求項７】
　前記記録手段および前記記録材収納容器から構成され、
　前記複数の記録素子が配列された前記記録領域平面を延長した平面上に前記記録材収納
容器の一部が位置し、
　前記記録装置に装着されたときに、前記記録領域平面と、前記記録領域平面を延長した
平面上に位置する前記記録材収納容器の一部との間に、前記下流側の搬送ローラ対の一部
が入り込める凹部が形成されている、
　ことを特徴とする請求項２乃至６のいずれかに記載の記録装置に装着可能な記録カート
リッジ。
【請求項８】
　記録材を収容する記録材収納容器と、該記録材収納容器から記録材を補充して並列する
複数の記録素子から前記記録材を記録媒体の表面に付与する記録手段、とを用いて記録を
行う記録装置であって、
　前記記録媒体を表裏面から保持しつつ搬送路に沿って搬送する第１の搬送ローラ対と、
　前記記録媒体の表面側であって前記第１の搬送ローラ対よりも前記搬送路の下流側に位
置し、前記記録手段を保持する保持手段と、
　前記保持手段よりも前記搬送路の下流側に位置し、前記記録媒体を表裏面から保持しつ
つ前記搬送路に沿って搬送する第２の搬送ローラ対と、を具備し、
　前記記録材収納容器は、前記保持手段又は前記記録手段に保持され、前記第２の搬送ロ
ーラ対よりも前記搬送路の下流側であって、前記第２の搬送ローラ対の前記表面側におけ
る前記搬送路から最も遠い点よりも前記搬送路に近い距離まで前記表面側に位置すること
を特徴とする記録装置。
【請求項９】
　記録材を収容する記録材収納容器と、該記録材収納容器から記録材を補充して、並列す
る複数の記録素子から前記記録材を記録媒体の表面に付与する記録手段を用いて記録を行
う記録装置であって、
　前記記録媒体を表裏面から保持しつつ搬送路に沿って搬送する第１の搬送ローラ対と、
　前記記録媒体の表面側であって前記第１の搬送ローラ対よりも前記搬送路の下流側に位
置し、前記記録手段を保持する保持手段と、
　前記保持手段よりも前記搬送路の下流側に位置し、前記記録媒体を表裏面から保持しつ
つ前記搬送路に沿って搬送する第２の搬送ローラ対と、を具備し、
　前記記録材収納容器は、前記保持手段または前記記録手段に保持され、前記第１の搬送
ローラ対よりも前記搬送路の上流側であって、前記第１の搬送ローラ対の前記表面側にお
ける前記搬送路から最も遠い点よりも前記搬送路に近い距離まで前記表面側に位置するこ
とを特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像情報に応じて記録媒体に記録を行う記録装置、該記録装置に装着可能な記
録カートリッジ、および色材収納容器に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　一般に、インクを例えば滴として複数の記録素子から吐出し、記録媒体に所定の画像を
形成するインクジェット記録装置において、記録ヘッドのインク吐出面と記録媒体との距
離（以下、単に『紙間距離』と言う）は、画像品位に大きく影響する。例えば、記録ヘッ
ドに配列する複数の記録素子から吐出されるインクは、その吐出方向にどうしても僅かな
ばらつきが生じている。また、記録ヘッドを搭載したキャリッジの移動走査においても多
少の速度ムラが生じている。このような場合、記録媒体におけるインクの着弾位置にはず
れが生じ、このずれ量は、紙間距離が大きいほど大きくなり、形成された画像の品位を劣
化させてしまう。しかし一方で、紙間距離をあまり小さくしすぎても、記録媒体の凹凸に
より、インク吐出面と記録媒体が接触してしまう恐れもある。よって、記録ヘッドが記録
を行っている領域においては、記録媒体に適量のテンションをかけ、紙間距離を所定範囲
内に抑えておくことが望ましい。
【０００３】
　図１は、従来の一般的なインクジェット記録装置の構成を説明するための断面図である
。
　図１において、１１はピックアップローラ、１３は記録媒体、１２は未記録の記録媒体
１３を積載可能な給紙トレイ、１４は給送ローラ、１５はピンチローラ、１６はプラテン
、１７はインクタンクと記録ヘッドを一体化したカートリッジ、１８は排出ローラ、１９
は拍車、および２０は排紙トレイである。
【０００４】
　記録動作を開始するコマンドがホストコンピュータ等から与えられると、まず、ピック
アップローラ１１が図の矢印方向（時計回り方向）に回転しはじめ、給紙トレイ１２に積
載されている記録媒体１３の最上部から１枚ずつ分離給送を行う。その後、記録媒体１３
は、給送ローラ１４及びピンチローラ１５によって挟持されながら搬送され、プラテン１
６上の画像記録部に到達する。記録動作は、カートリッジ１７を搭載したキャリッジ（図
 示せず）を、図面の垂直方向に往復走査させつつ、記録ヘッドの各記録素子より画像信
号に応じてインクを吐出することにより行われる。記録後の記録媒体１３は、排出ローラ
１８と拍車１９とによって挟持されて装置外に搬送され、排紙トレイ２０上に排出される
。
【０００５】
　上記給送ローラ１４とピンチローラ１５の中心軸は、鉛直方向において同一直線上にあ
る。また排出ローラ１８と拍車１９についても同様である。更に、プラテン１６の通紙面
（上面）と、給送ローラ１４およびピンチローラ１５との接触部は同一平面上にあり、給
送ローラ１４は記録媒体１３を水平に搬送する。またプラテン１６の通紙面（上面）と、
排出ローラ１８および拍車１９の接触部も同一面平面上にあり、排出ローラ１８は記録媒
体１３を水平に搬送する。
【０００６】
　一般に、給送ローラ１４および排出ローラ１８においては、排出ローラ１８の方が周速
度が大きくなるように設定されており、排出ローラ１８で記録媒体１３を引っ張りながら
搬送するように構成されている。一方で、排出ローラ１８の搬送力は給送ローラ１４の搬
送力に比べて十分に弱く設定されており、実際には記録媒体１３に対し、排出ローラ１８
が滑りながら引っ張るような構成となっている。このように、記録媒体１３に適量のテン
ションを与えることによって、記録媒体１３を平滑にし、カートリッジ１７のインク吐出
面と記録媒体１３間との紙間距離ｄを一定に保っている。一般には、紙間距離ｄとして０
．７～１．２ｍｍ程度が妥当であり、この範囲内に収まっていれば、上述したような着弾
位置ずれの影響も現れず、また記録媒体の凹凸によって、インク吐出面と記録媒体が接触
することも防止できるのである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　昨今、インクジェット記録装置に対しては、記録スピードの高速化およびランニングコ
ストの低減化への要求が強くなって来ている。記録スピードの高速化を実現しようとする
場合、記録ヘッド上に配列する記録素子の数を増やすことによって、キャリッジによる一
回の記録走査で記録できる記録幅ｈが拡大されることが望ましい。また、ランニングコス
トを低減させようとする場合には、インクタンクの体積を大きくして、使用可能なインク
容量を増大させることが有効である。しかし、どちらの場合においても、従来の構成では
記録装置の大型化が免れない状況となっていた。すなわち、記録幅ｈを拡大させると、給
送ローラ１４と排出ローラ１８とに挟まれた領域Ｈも広がり、装置全体の大きさは奥行き
方向に大型化される。また、使用可能なインク容量を増大させるには、インクタンクの容
積を大きくする必要があり、この場合、記録領域面に対する高さ方向にインクタンクおよ
び記録装置が伸長する傾向にあった。
【０００８】
　一方、デスク周りで使用する民生用のコンピュータ関連機器においては、近年、薄型で
縦置きの形状が主流となりつつある。例えば、ＣＲＴディスプレイは液晶ディスプレイに
代わられて省スペース化が行われ、パーソナルコンピュータにおいては、薄くコンパクト
にして、デスクの片隅に無理なく配置することが可能となっている。さらに、フラットヘ
ッドスキャナにおいても縦置き状態で使用するスリムなものが主流となりつつある。この
ような状況において、デスクの周りで使用する民生用のインクジェット記録装置も例外で
はなく、縦置き薄型のコンパクトなものが求められてきている。よって、上述した装置の
大型化を招いてしまう高速記録やランニングコスト低減化への需要とは相反する関係とな
ってしまっていた。
【０００９】
　本発明は、上記問題点を解決する為になされたものであり、その目的とするところは、
高速記録が可能となるような大きな記録領域面を確保しつつ、大容量の記録材収納容器を
搭載してランニングコストの低減を実現し、且つ、記録装置本体が薄型でコンパクトな構
成であるような記録装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そのために本発明では、記録材を収容する記録材収納容器と、前記記録材収納容器から
記録材を補充して、並列する複数の記録素子から前記記録材を記録媒体に付与する記録手
段を用いるとともに、前記記録手段により記録が行われる前記記録媒体を表裏面から保持
して前記記録媒体を搬送する搬送ローラ対を、前記記録手段の搬送方向上流側と下流側に
有する記録装置において、前記記録手段は、前記複数の記録素子が配列された、前記記録
媒体に対向する記録領域平面を有し、前記下流側の搬送ローラ対が占有する搬送ローラ領
域の少なくとも一部と、前記記録材収納容器が位置する記録材領域の少なくとも一部とが
、前記記録領域平面を延長した平面上に配置されていることを特徴とする。
【００１１】
　また、記録材を収容する記録材収納容器と、該記録材収納容器から記録材を補充して並
列する複数の記録素子から前記記録材を記録媒体の表面に付与する記録手段、とを用いて
記録を行う記録装置であって、前記記録媒体を表裏面から保持しつつ搬送路に沿って搬送
する第１の搬送ローラ対と、前記記録媒体の表面側であって前記第１の搬送ローラ対より
も前記搬送路の下流側に位置し、前記記録手段を保持する保持手段と、前記保持手段より
も前記搬送路の下流側に位置し、前記記録媒体を表裏面から保持しつつ前記搬送路に沿っ
て搬送する第２の搬送ローラ対と、を具備し、前記記録材収納容器は、前記保持手段又は
前記記録手段に保持され、前記第２の搬送ローラ対よりも前記搬送路の下流側であって、
前記第２の搬送ローラ対の前記表面側における前記搬送路から最も遠い点よりも前記搬送
路に近い距離まで前記表面側に位置することを特徴とする。
　さらに、記録材を収容する記録材収納容器と、該記録材収納容器から記録材を補充して
、並列する複数の記録素子から前記記録材を記録媒体の表面に付与する記録手段を用いて
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記録を行う記録装置であって、前記記録媒体を表裏面から保持しつつ搬送路に沿って搬送
する第１の搬送ローラ対と、前記記録媒体の表面側であって前記第１の搬送ローラ対より
も前記搬送路の下流側に位置し、前記記録手段を保持する保持手段と、前記保持手段より
も前記搬送路の下流側に位置し、前記記録媒体を表裏面から保持しつつ前記搬送路に沿っ
て搬送する第２の搬送ローラ対と、を具備し、前記記録材収納容器は、前記保持手段また
は前記記録手段に保持され、前記第１の搬送ローラ対よりも前記搬送路の上流側であって
、前記第１の搬送ローラ対の前記表面側における前記搬送路から最も遠い点よりも前記搬
送路に近い距離まで前記表面側に位置することを特徴とする。
【００１２】
　また、記録手段を用いて記録を行う記録装置であって、搬送路において記録媒体を搬送
する第１の搬送ローラと、前記搬送路に対し、前記第１の搬送ローラよりも下流側に配置
され、前記記録手段を保持する保持手段と、前記搬送路に対し、前記保持手段の下流側に
配置され、前記記録媒体を搬送する第２の搬送ローラと、前記保持手段または前記記録手
段に保持され、前記搬送路に対し前記第１の搬送ローラよりも更に上流側であって、かつ
前記第１の搬送ローラの前記搬送路から最も遠い点よりも前記搬送路に近い距離まで位置
する記録材収納容器とを具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、記録に関わる主要な３つの領域（記録領域、紙送りローラ領域、およ
びインク（記録材）領域）が、一直線上に配列され、記録領域やインク（記録材）領域の
増大も、直線上の領域で収められる。その結果、記録装置全体が薄型、小型化され、高速
記録のニーズに対応して記録素子数が増大したり、ランニングコスト低減のニーズに応じ
て記録材の容量を増大させたとしても、記録装置を大型化することがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、本発明の記録材
収納容器（以下、インクタンクとも言う）に収納される記録材として、以下の各実施形態
ではインクを例にとって説明を行っているが、適用可能な記録材はインクに限ることはな
い。また、インクジェット記録分野にあっては、記録媒体に対する処理液などを含むこと
は言うまでもない。
【００１５】
　（第１の実施形態）　
　図２は、本発明の第1の実施形態で適用するインクジェット記録装置の断面図を示す。
　図２において、１はインクジェット記録装置本体、２は記録媒体を給紙する為の給紙ト
レイ、３は記録後の記録媒体が排出される排紙トレイであり、この二つのトレイ以外の部
材は、全て直方体のインクジェット記録装置本体１の中に収まっている。本実施形態では
、記録装置本体の下方に位置する給紙トレイ２から、上方に位置する排紙トレイ３に向か
って、記録媒体が図の矢印で示す経路を搬送される構成となっている。搬送経路の中間辺
りでは、記録媒体が設置面に対しほぼ垂直な状態となり、この記録領域６で記録装置本体
の上方に設置されたカートリッジ４により、記録媒体への記録が行われる。
【００１６】
　本実施形態のカートリッジ４は、インクジェット記録を行う記録ヘッド４ａと、該記録
ヘッド４ａにインクを供給する為のインクタンク４ｂとから構成されている。インクタン
ク４ｂは、インク供給口を介して記録ヘッド４ａに連結され、記録ヘッド４ａのほぼ真上
に搭載されながらインクを供給している。記録ヘッド４ａには、インクを吐出する為の記
録素子が複数配列されており、その配列方向は、記録媒体の搬送方向と平行になっている
。５はキャリッジであり、記録ヘッド４ａおよびインクタンク４ｂを搭載した状態で、不
図示のガイドシャフトに沿って図面の垂直方向に往復移動が可能となっている。本実施形
態のインクジェット記録装置はシリアル型としており、記録媒体への画像形成は、記録ヘ
ッド４ａの各記録素子からインクを吐出させながらキャリッジ５を移動させる記録主走査
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と、記録媒体の搬送経路に沿った所定量の搬送とを、順次繰り返すことによって行われる
。
【００１７】
　記録領域６においては、前後に配置された紙送りローラ７により、記録媒体が鉛直な平
面を形成する。また、記録ヘッドの記録素子表面（以下、記録部とも言う）に対向し且つ
略平行な平面上に、プラテンが配設されている。このプラテン上を搬送される記録媒体と
記録部との距離は、上述した様にわずかな隙間（紙間距離ｄ）が保たれている。本実施形
態では、記録部の同断面図における長さｈは１０～５０ｍｍとなっており、紙間距離ｄは
この長さｈに渡って、０．７～１．２ｍｍの値を保っている。
【００１８】
　記録領域６の前後に配置されている紙送りローラ７のうち、搬送経路に対し上流側の紙
送りローラ７ａは通常のローラが使用されるが、下流側の紙送りローラ７ｂは歯車形状の
拍車が使用されることがある。インクジェット記録装置の場合、吐出したインクが記録媒
体に定着するのに、０．２秒程度有する場合があり、記録直後の記録媒体が紙送りローラ
が接触すると、画像品位を劣化させる恐れがある。よって、このように記録直後に接する
搬送ローラを、歯車形状の拍車ローラにしておくことにより、記録媒体への接触面積を小
さく抑え、記録後の画像に影響が出ないようにすることができる。
【００１９】
　また、本実施形態においては、記録ヘッド４ａ、インクタンク４ｂ、そしてこれらを搭
載したキャリッジ５が走査する領域と近接した領域に紙送りローラ７ｂが位置しているの
で、紙送りローラ７ｂには紙送りローラガイドを配置し、キャリッジ５がローラに接触し
ないようにしている。
【００２０】
　図３は、図２に示したインクジェット記録装置の全体を更に詳細に示した図である。図
において、６１は給紙トレイ２に積載された記録媒体Pを記録装置本体内に給送するピッ
クアップローラである。６２は摩擦分離パッドであり、ピックアップローラ６１に接触し
て給送力を受けている記録媒体以外の記録媒体が装置本体内に送り出されるのを阻止する
。
【００２１】
　ピックアップローラ６１によって記録装置本体内に給送された記録媒体Ｐは、搬送経路
４７の一部である反転経路部４７ａを反転ローラ８によって反転される。８ａおよび８ｂ
は、記録媒体を反転ローラ８に押し付けるためのピンチローラ、６３は反転ローラ８によ
って反転された記録媒体を案内するガイド板である。
【００２２】
　６４は画像が記録された記録媒体を排出トレイに案内する排出ガイド板、７ｇは排出ガ
イド板６４に対抗する位置で記録媒体を案内支持する案内ローラである。７ｈは記録媒体
Ｐを排出トレイ３に排出する排出ローラである。
【００２３】
　４２ａはキャリッジ５が記録媒体搬送方向と直行する方向に走査するときのガイドとな
るキャリッジガイド、６７はキャリッジ５に設けられた回路基板である。
【００２４】
　６５は、装置筐体の外装部８の一部でもある開閉蓋である。開閉蓋６５は、キャリッジ
５、記録ヘッド４ａ、インクタンク４ｂのメインナンスや交換などを行うために、ヒンジ
６５ａを軸として回動可能に設けられている。
【００２５】
　図４は、図２で説明した本実施形態のインクジェット記録装置の模式的斜視図である。
同図において、インクタンク４ｂは、シアン、マゼンタ、イエローの３色分のインクタン
クであり、主走査方向に並列して記録ヘッド４ａとともにキャリッジ５に搭載されている
。インクタンク４ｂや記録ヘッド４ａの数や色は、記録装置の用途や出力画像によって変
更可能であり、本発明や本実施形態を限定するものではない。この様に、記録ヘッド４ａ
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とインクタンク４ｂが紙送りローラ７に対し平行に走査を行いながら記録媒体に記録を行
う構成となっている。
【００２６】
　次に再び図２を参照して記録動作を説明する。　
　ホストコンピュータからの記録信号の入力、あるいは記録装置本体の操作部からの記録
開始操作などにより、記録動作が開始される。記録動作開始は給紙トレイ２上の記録媒体
の給紙で始まる。給紙トレイ２近傍の図示しない駆動機構により、記録媒体は、積載方向
に圧接され、記録装置内部へと給紙される。搬送力を受けた記録媒体は、図示しない分離
機構により１枚に分離され、反転ローラ８に密着させられ、反転ローラ８の回転によって
搬送方向を上向きに反転される。向きを変えられた記録媒体は、記録領域６に送り込まれ
る。
【００２７】
　記録領域６に記録媒体が挿入されると、ホストコンピュータや記録装置内部の画像処理
手段による画像データの記録が開始される。すなわち、キャリッジ５に搭載された記録ヘ
ッド４ａが記録素子よりインクの吐出を行いながら走査する工程と、この記録走査と直行
する方向へ紙送りローラ７による所定量の記録媒体の搬送を行う工程とを、交互に繰り返
す。
【００２８】
　記録媒体に記録が完了した後、排紙動作に移る。紙送りローラ７によって、矢印に沿っ
て排出される記録媒体は、排紙トレイ３に移動していく。
【００２９】
　図５は、本実施形態の特徴を最も詳しく説明するための図であり、記録領域６、紙送り
ローラ領域４３、およびインク領域４４周辺の模式断面図である。
【００３０】
　本発明の構成において最も特徴となる点は、上記３つの領域の位置関係にある。第１の
領域は記録領域６であり、記録ヘッド４ａの吐出口が並列する記録部４１と、記録部４１
によって記録される記録媒体の搬送経路とで構成されている。第２の領域は紙送りローラ
領域４３であり、紙送りローラ７ｂと紙送りローラガイド４２を含む領域である。第３の
領域はインク領域４４であり、インクとこれを収納するインクタンク４ｂによって構成さ
れる領域である。本発明においては、これら三つの領域が、記録領域６にも含まれる記録
領域延長平面４５に対し、略平行な直線上に配置されていることが特徴となる。図５にお
いては、点線で示した記録領域延長平面４５と略平行な太線で示す直線上に、記録領域６
、紙送りローラ領域４３、およびインク領域４４がそれぞれ配置されている。
【００３１】
　このように、記録媒体の搬送経路において、上流から下流に向かって、記録領域６、紙
送りローラ領域４３、インクタンク領域４４が一直線上に配置することは、図１で説明し
た従来の方法の様に、インク領域が記録領域に対し垂直な状態にある場合に対し、記録装
置内のスペースをより有効に活用できる。特に、記録中の記録媒体を適切な紙間距離を保
ちながら支える為、記録領域から距離を置き難い紙送りローラ７ｂに対し、これを越えた
搬送経路下流の位置から、記録ヘッドにインクを供給する形態にインクタンク４ｂを配置
させたことが、本発明の特徴であるとも言える。
【００３２】
　図５を参照しながら言い換えて説明する。本実施形態のインクタンク４ｂの大部分は、
記録ヘッド４ａよりも下流にある紙送りローラ７ｂの、さらに下流に位置している。そし
て、紙送りローラ７ｂの搬送経路４７から最も遠い点７ｄよりも、搬送経路４７に近い領
域まで占めるような形状になっている。
【００３３】
　更に、本実施形態の様に３つの領域をコンパクトにまとめつつ、これらを鉛直線上に並
列させることは、記録装置本体の接地面積を極力少なくすることが出来る。図２で説明し
た本実施形態の搬送経路においては、下向きに搬送されてきた記録媒体を、上向きに向き
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を変える反転ローラ８の直径が、結果的に、設置面積の幅を決定することになる。すなわ
ち、記録領域、紙送りローラ領域、およびインク領域の３つの領域は全て反転ローラ８の
真上に配置され、反転ローラ８の直径よりも小さい幅で設置可能であるので、これらの幅
は、記録装置本体の大きさに影響を与えないのである。
【００３４】
　同時に、このような構成は、高速記録のニーズに対応して記録素子数が増大したり、ラ
ンニングコスト低減のニーズに応じてインク容量を増大させたとしても、記録領域６やイ
ンク領域４４は、記録領域延長平面４５に沿って拡大させていくことが出来る。よって、
図１で説明したような従来の記録装置の様に、奥行きや接地面積が増えて記録装置を大型
化することもない。
【００３５】
　ところで、本実施形態においては、ランニングコストの低減化を更に進めるために、よ
り効率のよいインクタンクの構成を適用するものとする。
【００３６】
　図６は、本実施形態で適用したインクタンク４ｂの拡大断面図である。
　本実施形態においては、記録ヘッド４ａを搭載したキャリッジ上に、その上部からイン
クタンク４ｂを着脱可能に装着できるように構成されている。インクの供給は、キャリッ
ジに上向きに設置された中空状のインク供給針５１を介して行われている。
【００３７】
　インクタンク４ｂは、概してインク収納空間が画成されるインク収納室５２およびバル
ブ室５３の２室からなり、両室はバルブ連通路５４で互いに内部が連通されている。イン
ク収納室５２内には記録ヘッド４ａから吐出させるためのインクが充填されている。
【００３８】
　尚、記録ヘッド４ａにおけるインクの吐出方式は特に限定されず、例えば、インクを吐
出するためのエネルギとして、電気熱変換体から発生する熱エネルギを利用するものであ
ってもよい。その場合には、電気熱変換体の発熱によってインクに膜沸騰を生じさせ、そ
のときの発泡エネルギによって、インク吐出口からインクを吐出させることができる。
【００３９】
　インク収納室５２には、一部に可撓性のバッファシート５５が配設されており、この部
分と外装との間でインクを収納する空間（以下インク収納空間５６と称す）を画成してい
る。バッファシート５５から見たインク収納空間５６に対する外側空間、すなわち図にお
けるバッファシート５５に対して右側のバッファ空間は、大気に開放され大気圧と等しく
されている。さらにインク収納空間５６内は、下方に設けられているインク供給口６３お
よびバルブ室への連通路５４を除いて、実質的に密閉空間を形成している。
【００４０】
　本例のバッファシート５５は変形可能な可撓性膜（シート部材）によって形成されてい
る。バッファシート５５の中央部分は、平板状の支持部材であるバッファ圧力板５７によ
って形状が規制されており、周縁部分のみが変形可能となっている。図６におけるバッフ
ァシート５５は、中央部分が右側に凸状とされていて、側面形状がほぼ台形となっている
。更にバッファシート５５は、インク収納空間５６内におけるインクの量や圧力変動に応
じて変形する。その際に、バッファシート５５の周辺部分がバランスよく伸縮変形し、バ
ッファシート５５の中央部分はほぼ垂直姿勢を保ったまま、図の左右方向に平行移動する
。このようにバッファシート５５がスムーズに変形（移動）するため、その変形に伴う衝
撃の発生がなく、衝撃に起因するインク収納空間５６内に異常な圧力変動が生じることも
ない。
【００４１】
　インク収納空間５６内には、圧縮ばね形態のバッファバネ５８が設けられている。バッ
ファバネ５８は、バッファ圧力板５７を介してバッファシート５５を図の右方向に付勢す
る押圧力を発生する。これにより、記録ヘッド４ａには、インクの吐出動作が可能な程度
の負圧が発生し、インク吐出部に形成されるメニスカスは適切な状態に保持される。なお
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、図６の状態は、インク収納空間５６内にほぼ完全にインクが充填された状態を示してい
るが、この状態でもバッファバネ５８は圧縮された状態にあり、インク収納空間５６内に
適切な負圧が生じている。
【００４２】
　バルブ室５３には、一方向弁の構成要素であるバルブ連通口５９を有して弁閉鎖部材と
なるバルブ圧接板６０と、バルブ連通口５９を密閉するシール部材からなるバルブシート
６１とが設けてある。そして、バルブ圧接板６０はバルブシート６１と接合され、さらに
バルブ連通口５９はバルブ圧接板６０およびバルブシート６１とを貫通している。バルブ
室内においても、バルブ室連通路５４およびバルブ連通口５９を除いては、実質的に密閉
空間を維持している。そしてバルブシート６１より図中右側の空間は、大気連通口６４に
よって大気に開放され、大気圧と等しくなっている。
【００４３】
　また、バルブシート６１も、中央部分のバルブ圧接板６０と接合されている部分以外の
周縁部分は変形可能となっており、中央部分が凸状とされて、側面形状は略台形となって
いる。このような構成をとることによってバルブ圧接板６０の左右動が円滑に行われる。
【００４４】
　バルブ室５３の内部には、弁の開放動作を規制するための弁規制部材として、バルブバ
ネ６２が設置されている。バルブバネ６２はやや圧縮された状態になっており、バルブバ
ネ６２の圧縮の反力によってバルブ圧接板６０は図の右方に押されている。バルブ連通口
５９に対するバルブシート６１の密着／離間を行うことで弁としての機能が果たされが、
大気連通口６４からバルブ連通口５９を介してバルブ室内部への気体の導入のみは許可さ
れるので、バルブ室５３は一方向弁機構となっている。
【００４５】
　バルブシート６１のシール部材としては、バルブ連通口５９が確実に密閉されるもので
あればよい。すなわち、少なくともバルブ連通口５９と接触する部位が開口面に対して平
坦性を保つ形状を有していれば足り、密着状態が確保できるものであれば材質は特に限定
されない。ただし、この密着はバルブバネ６２の伸長力で達成されるものであるので、伸
長力の作用によって動くバルブ圧接板６０に追随しやすいもの、すなわち収縮性をもつゴ
ムのような弾性体でシール部材を形成することがより好ましい。
【００４６】
　図７は、図６のようにインクタンク４ｂを記録ヘッド４ａに装着した状態から矢印の方
向へ分離した状態を示す。
【００４７】
　本実施形態では、インクタンク内のインクを完全に使用した場合には、図の様に空のイ
ンクタンクを切り離し、インクが充填された新たなインクタンクと交換することができる
。記録ヘッド４ａとインクタンク４ｂとの結合は、記録ヘッド４ａに設けられているイン
ク供給針５１がインクタンク４ｂ内に挿入されることによってなされる。これによって両
者が流体的に結合され、記録ヘッド４ａへインクが供給可能となる。なお、このインク供
給針５１の周囲にはジョイントゴム６５が取り付けられることで、インク供給針とインク
タンクとの密着を確実なものにしている。また、インク供給針５１と記録ヘッド４ａとの
間の流路内にはフィルタが備えられ、供給されるインク中に混入した不純物の記録ヘッド
４ａ内への流入を防止している。
【００４８】
　上述した様に、記録ヘッド４ａから安定したインクの吐出を行うためには、記録素子内
のインクをヘッド内部へ引き込もうとする負圧力が、ある程度必要となる。従来では、こ
の負圧力を発生させる為に、インクタンクの内部に例えばスポンジのような吸収体を充填
させ、この吸収体がインクを吸収する力を負圧力として利用して来た。しかし、スポンジ
のような吸収体をインクタンクに充填することは、タンク内部の真のインク容量を減らし
てしまう。また、吸収体を充填させる工程があるため、インクタンクの形状に制約があっ
た。これに対し、上述した形態のインクタンク４ｂによれば、バッファバネ５８およびバ
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ルブ室５３によって負圧のコントロールを行っているために、本実施形態の様に大容量の
インクを細長い形状のタンクに収納しても、あるいは液体としてのインクを収納可能であ
ればどのような形状のタンクに収納しても、インク供給過程において安定的な負圧を保つ
ことができるのである。また、スポンジなどの吸収体にインクを含ませていないので、タ
ンク内のすべてのインクを使い切ることが可能となる。これにより、インクタンク単体の
容積効率も向上させる事が可能となり、本実施形態で適用したような、薄型で小型の記録
装置に適したインクタンクと言えるのである。
【００４９】
　以上説明した様に、本実施形態においては、記録領域、紙送りローラ領域、およびイン
ク領域を、記録領域を含む平面と略平行で、記録装置の設置面に対し鉛直な直線上に配列
したことにより、設置面積の少なく、薄型で小型の記録装置を実現することが可能となっ
た。更に、スポンジのような吸収体を含まないインクタンクを上記記録装置に適用するこ
とにより、更に効率的で、ランニングコストの低い記録装置を提供することが可能となっ
た。
【００５０】
　（第２の実施形態）
　以下に、本発明の第２の実施形態について説明する。　
　第１の実施形態では、薄型の記録装置を縦置きに使用し、設置面積が少ない状態で使用
するインクジェット記録装置について説明した。これに対し、本実施形態では、薄型では
あるが、平置きで使用するインクジェット記録装置について説明する。
【００５１】
　図８は本実施形態の記録装置の実使用状態における記録領域近傍の拡大断面図である。
この図において、記録領域の平面は水平面と略平行となっている。本実施形態では、この
状態で第１の実施形態と同様のインクタンクを図の様に配置し、使用している。
【００５２】
　図８（ａ）は、インクタンク４ｂにインクが充分に充填された初期の状態を示している
。この場合、紙送りローラ７ｂ領域近傍のインクタンクは、紙送りローラ７ｂよりも上方
に位置している。よって、当初インクタンク内にあったインクは、記録が進むに従って、
重力に逆らいながら一度上昇し、再び記録ヘッドへ下降するという経路を通る必要が生じ
る。このようなインクの流れは、図１を用いて説明したような、常に垂直下方にインクを
供給する従来の方法に比べると、一般にはインクの供給がスムーズに行かないことが懸念
される。
【００５３】
　しかしながら、本実施形態の場合、第１の実施形態で説明したインクタンクを適用し、
且つ、インク収納室においては、バッファシート５５を鉛直方向で下側に配設している。
よって、インクが消耗されるに従って、バッファシート５５の下方に位置するバッファ領
域は、大気圧と等しい空間として徐々に上方に増大して行くので、インク収納室内のイン
クは、無理なく記録ヘッドに供給されるのである。
【００５４】
　図７（ｂ）は、図７（ａ）の状態からインクが消耗され、残りのインク全てが紙送りロ
ーラ領域よりも上方に位置した状態を示している。この状態においては、インク収納空間
５６内のインクのすべてが、記録部４１に対して重力方向の上部に位置している。よって
、経路においても、重力に逆らうことなく、徐々に下って供給される形態となる。この時
点から上述したバルブ（不図示）より大気を導入することで、内部のインクをすべて記録
ヘッドに送りこむことが可能となり、インクを完全に使いきることができるのである。
【００５５】
　以上説明した様に、本実施形態においては、記録領域、紙送りローラ領域、およびイン
ク領域を、記録領域を含む平面と略平行で、記録装置の設置面に対し水平な直線上に配列
したことにより、装置高さが低く、薄型で小型の記録装置を実現することが可能となった
。更に、第１の実施形態と同様のインクタンクを適用することにより、更に効率的で、ラ
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ンニングコストの低い記録装置を提供することが可能となった。
【００５６】
　（第３の実施形態）
　以下に第３の実施形態を説明する。　
　図９（ａ）は、本実施形態の記録領域、紙送りローラ領域およびインク領域の配置の説
明をする為の拡大断面図である。
【００５７】
　本実施形態においては、第１の実施形態と同様に、縦型で薄型の記録装置を実現する為
に、記録領域、紙送りローラ領域およびインク領域を、記録領域延長面と略平行で、記録
装置の設置面に対し鉛直な直線上に配置させている。しかしながら、本実施形態のインク
領域８１は、記録領域の延長平面に対し、記録ヘッドと反対の領域に大きくせり出してい
る。
【００５８】
　第１の実施形態で説明した図２の様に、縦型の記録装置では記録された媒体が倒れこま
ないように、通常、排紙トレイがある程度の角度で傾けた構成となっている。この様な場
合には、排紙トレイが傾いている分、直方体の枠体内に使用されない空間が存在すること
になる。本実施形態では、この領域をインク領域８１として活用することにより、記録装
置の容積効率を高めようとしたものである。
【００５９】
　図９（ｂ）は、図９（ａ）の状態から、インクを消費していった状態を示している。本
実施形態においても、上述した２つの実施形態と同様のインクタンク構成を適応する。バ
ッファシートで仕切られた大気圧と同圧のバッファ領域８２が、図のように充分左側にせ
り出した後に、不図示のバルブより大気が導入され、これまでの実施形態と同様に最後ま
でインクを使用することができるのである。
【００６０】
　本実施形態によれば、記録装置の薄型化に対しては第１の実施形態と同様であるが、イ
ンクタンクの容量が増大している分、ランニングコストの低減化に関しては、第１の実施
形態よりも優れたものと言える。
【００６１】
　尚、以上の実施形態では、ランニングコストを特に重視する為に、図６で示したバルブ
室付で、吸収体のないインクタンクを適用したが、本発明はこれに限定されるものではな
い。従来の様に、バルブ室も持たず、スポンジのような吸収体を含むインクタンクを適用
したとしても、本発明が特徴とする３つの領域の配置、即ち、記録領域、紙送りローラ領
域、およびインク領域とが、記録領域を含む平面と略平行な直線上に配列していれば、本
発明の記録装置小型化への効果は充分得られるものである。
【００６２】
　また、以上の実施形態では全てシリアル型のインクジェット記録装置を例に説明を加え
てきたが、本発明はこれに限定されるものでもない。記録ヘッドの記録領域と、紙送りロ
ーラ領域、およびインク領域が記録領域平面と略平行な直線上に配列した構成であれば、
例えば記録ヘッドの移動走査を行わないラインプリンタにおいても本発明の効果は充分に
得られるものである。
【００６３】
　更に、以上の実施形態では消耗品としての記録材を液体状のインクを例に説明してきた
が、本発明はこれに限定されるものでもない。本発明の特徴および効果の１つは、記録装
置のランニングコストに直接影響する、例えばインクのような消耗品を、記録装置内で容
積効率を高める形態で保持することにある。よって、その消耗品が液体状のインクでなく
とも、例えばソリッドインクあるいはインクリボンのような形態であっても本発明の効果
は発揮できるのである。
【００６４】
　（第４の実施形態）
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　図１０は、本発明の第４の実施形態を説明するための図である。
【００６５】
　第４の実施形態において、記録媒体は搬送経路４７を上方から下方に向けて搬送される
。記録領域６の上流側の搬送ローラ対７ａには通常のローラが用いられ、下流側のローラ
対７ｂのうち、記録ヘッド４ａ側のローラには歯車形状の拍車状ローラが用いられる。イ
ンクタンク４ｂはその大部分が記録ヘッド４ａの上流側の紙送りローラ７ａのさらに上流
側に位置し、紙送りローラ７ｂの搬送経路４７から最も遠い点７ｅよりも、搬送経路４７
に近い領域まで占めるような形状になっている。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明は画像情報に応じて記録媒体に記録を行う記録装置に利用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】従来のインクジェット記録装置の構成例を説明する為の模式的断面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態で適用したインクジェット記録装置の構成を説明する為
の模式的断面図である。
【図３】図２に示した記録装置の詳細図である。
【図４】図２に示した記録装置の斜視図である。
【図５】図２における記録領域、紙送り領域およびインク領域との配置関係を説明する為
の拡大断面図である。
【図６】本発明の第１実施形態で適用したインクタンクのインク供給経路を説明する為の
拡大断面図である。
【図７】図６で示したインクタンクを、記録ヘッドから分離した状態の拡大断面図である
。
【図８】（ａ）および（ｂ）は、本発明の第２の実施形態で適用したインクタンクのイン
ク供給経路を説明する為の拡大断面図である。
【図９】（ａ）および（ｂ）は、本発明の第３の実施形態に適用した記録装置における記
録領域、紙送り領域およびインク領域との配置関係を説明する為の拡大断面図である。
【図１０】本発明の第４の実施形態を説明するための図である。
【符号の説明】
【００６８】
　１　　インクジェット記録装置本体
　２　　給紙トレイ
　３　　廃止トレイ
　４　　カートリッジ
　５　　キャリッジ
　６　　記録領域
　７　　紙送りローラ
　８　　反転ローラ
　１１　　ピックアップローラ
　１２　　給紙トレイ
　１３　　記録媒体
　１４　　給送ローラ
　１５　　ピンチローラ
　１６　　プラテン
　１７　　カートリッジ
　１８　　排出ローラ
　１９　　拍車
　２０　　排紙トレイ
　４１　　記録部
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　４２　　紙送りローラガイド
　４３　　紙送りローラ領域
　４４　　インク領域
　４５　　記録領域延長平面
　５１　　インク供給針
　５２　　インク収納室
　５３　　バルブ室
　５４　　バルブ連通路
　５５　　バッファシート
　５６　　インク収納空間
　５７　　バッファ圧力板　
　５８　　バッファバネ
　５９　　バルブ連通口
　６０　　バルブ圧接板
　６１　　バルブシート
　６２　　バルブバネ
　６３　　インク供給口
　６４　　大気連通口
　６５　　ジョイントゴム
　８１　　インク領域
　８２　　バッファ領域

【図１】 【図２】
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